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令和５年度牧之原畑地総合整備土地改良区通常総代会における

書面議決の採用について（理由書）

【決定事項】

令和６年３月２６日開催の令和５年度牧之原畑地総合整備土地改
良区通常総代会において、欠席予定の総代に対し書面議決を採用す
るものとします。

【 理 由 】

・「新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルスの感染拡大」が
懸念されること。

・総代会議事の必要議決権数に達しないおそれがあること。

以上の理由から、今回は、欠席予定者に対して「書面議決」を採用する
こととします。

【法的根拠】 土地改良法

（議決権及び選挙権）
第３１条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。

２ 組合員は、第２８条第１項（第２９条の４第２項において準用する場合
を含む。）の規定による通知があった事項について、書面又は代理人を
もって議決権又は選挙権を行うことができる。

３ 略

４ 前２項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

５～７ 略

（重要事項の議決方法）
第３３条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出

席し、その議決権の三分の二以上で決する。

１ 定款の変更

２ 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第８５条の３第１項若しくは第６
項の規定による申請、第８７条の２第４項の規定による同意又は土地改良事
業の廃止

３ 解散又は合併

※当土地改良区定款では、書面議決の具体的方法は定められていませんが、
農林水産省発の事務連絡(令和2年2月27日付)により、あらかじめ総代に書面
による議決の具体的方法を周知することにより、対応が可能とされています。
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